
特記仕様書 

（ひらの公園遊具移設工事） 

 

第１条 適用範囲 

本特記仕様書は、本工事の施工に関し必要な事項を定めるものとし、設計図書、標準仕様

書と併せて適用する。 

 

第２条 工事概要 

本工事は、公園内に設置されている遊具の撤去及び移設、新設を行うものである。 

主な工事内容 

 既設遊具の解体撤去  

 遊具の移設（リンク遊具）  

 遊具の新設（２人用ブランコ、すべり台）  

 水飲み場の撤去移設  

 産業廃棄物の運搬及び処理  

 

第３条 施工場所 

北海道八雲町 内浦町 地内 

 

第４条 工期 

令和 8 年 5 月 26 日から令和 8 年 12 月 19 日まで（予定） 

 

第５条 適用基準等 

本工事は、以下の基準に基づき施工すること。 

 土木工事共通仕様書  

 北海道土木工事積算基準  

 公園施設整備に関する技術基準  

 遊具の安全に関する基準（関連指針含む）  

 

第６条 施工上の留意事項 

（１）安全管理 

 施工中は第三者災害防止を最優先とすること  

 作業区域には仮囲い・バリケード等を設置すること  

 公園利用者への安全対策を徹底すること  

 

（２）施工計画 

 着手前に施工計画書を提出し、監督員の承諾を得ること  



 作業時間帯は周辺環境に配慮すること  

 

（３）既設物の取扱い 

 既設遊具の撤去にあたっては周辺施設を損傷しないよう留意すること  

 再利用する遊具は丁寧に取り外し、損傷防止に努めること  

 

第７条 遊具設置工 

（１）一般事項 

 遊具は製品仕様に基づき適切に設置すること  

 設置後は安全性を確認すること  

 遊具設置場所については参考設置位置図に基づき公園管理者である八雲町公園緑地

推進室と協議のうえ決定すること。 

 

（２）基礎工 

 基礎は製品仕様に基づき施工すること  

 基礎コンクリートまたは製品基礎を確実に設置すること  

 据付後のぐらつきがないことを確認すること  

 

（３）据付精度 

 垂直・水平を確保すること  

 使用に支障のない精度とすること  

 

第８条 水飲み場撤去移設工 

 給水管の切断・接続は適切に行うこと  

 漏水がないことを確認すること  

 埋設管の深さ及び保護を確実に行うこと  

 必要に応じて凍結防止対策を講じること  

 

第９条 解体撤去工 

 解体にあたっては飛散・騒音対策を講じること  

 コンクリート殻等は適切に分別すること  

 周辺地盤を乱さないよう施工すること  

 

第１０条 産業廃棄物処理 

 廃棄物は関係法令に基づき適正に処理すること  

 分別を徹底すること（コンクリート、金属、樹脂等）  

 マニフェストを適切に管理すること  

 処分先は許可を受けた施設とすること  



 運搬距離は最寄処分場までの実距離に基づく 

 

第１１条 現場管理 

 現場内の整理整頓を徹底すること  

 仮設物は安全に設置すること  

 作業終了後は原状復旧を行うこと  

 

第１２条 出来形・品質管理 

 出来形は設計図書に適合すること  

 必要に応じて写真管理を行うこと  

 遊具設置後は安全確認を実施すること  

 

第１３条 検査 

 完成時には検査員の検査を受けること  

 指摘事項は速やかに是正すること  

 

第１４条 その他 

 本仕様書に定めのない事項は監督員の指示による  

 軽微な変更は協議のうえ対応する 

 設置する遊具については安全基準適合品（JPFA 基準）かつ同等品以上であること 

 遊具の撤去については 6 月末までに完了させること 

 見積もりについて遊具関係はニットメンテナンス(株)、水飲み場移設工は(有)蜂谷

工業から参考徴取している。なお、水飲み場移設工の当該見積もりについては、令

和 8 年 4 月 14 日に徴取しており施工内容および金額の妥当性を町の水道工事発注

部署である環境水道課水道係に確認済みである 

 


